
件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

生活困窮者自立支援制度に基づく自立支援総合相談業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品で二蚕匠1>その他

要 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく「生活

困窮者自立相談支援業務」「生活困窮者家計改善支援業務」及び「生

活困窮者就労準備支援業務」を一体的に実施し、包括的かつ継続的な

支援を行うことにより、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者を

困窮状態から早期に脱却させ、一層の自立の促進を図ることを目的と

する。

選定理由

号

1.プロポーザル年度令和6年度(令和7年度開始)

(令和7年3月18日付6千保生支発第1000号)

2.対象千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第 8 条第6

号

3.継続年数初年度

公募型プロポーザル方式により選定した下記業者を契約の相手方

に指定する。

q96

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

法人名

住所

契約期間

中高年事業団やまて企業組合港支店

東京都港区芝三丁目6番12号 KS芝公園ビル13階

担当課

7年 y 月/令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

保健福祉部生活支援課

Sつ 162・,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第

日

円(消費税を含む)

2





件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

千代田区ひきこもり支援業務

概

特命随意契約理由書

1 0

事

要

士木・建設

物品・委託

ひきこもりが長期化することで、親も本人も高齢化し、高齢の親が子

の生活を支える「8050 問題」や、周囲に相談できず、孤立を深め、生

活困窮に至る実態が社会の中で次第に顕在化してきた。これらのひきこ

もりに係る問題に対応するため、千代田区では、令和3年度より総合的

なひきこもり受付窓口(直営)を開設した。令和7年度も引き続き、窓

口で受け付けた相談への対応として、ひきこもり当事者及び家族に対す

る個別相談、居場所活動や社会参加支援等のひきこもり支援業務を事業

者への委託により実施する。

・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

選定理由 本事業の実施に当たっては、

1 信頼性や一定程度の実績のある「東京都若者社会参加応援事業」に

登録されている事業者である

2 対象年齢を設けておらず、「義務教育課程修了後のすべての年齢の

千代田区民」を対象とすることに対応が可能な事業者である

3 千代田区の近隣(中央区、港区、文京区、台東区、新宿区程度まで)

で相談場所を確保できる事業者である

ことが求められる。

下記業者は、すべての要件を満たす唯一の事業者であるため、契約の

相手方に指定する。

303

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

、

委託期間

円(消費税を含む)

1

担当課

令和マ年今月

根拠規定

公益社団法人青少年健康センター茗荷谷クラブ

東京都文京区小日向4-5-8 三軒町ビル306

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表
項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ
ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日

/2,3るワ,300

保健福祉部福祉総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

品

工
物

法
所

人
在

名
地



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

呼び出しシステム及び混雑状況児B配信の運用保守業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・1^]その他

選定理由

要 総合窓口課で導入している呼び出しシステムの保守及び混雑 WEB

配信の運用保守について委託する。

令和5年5月25日付契約番号第認8号によりりース契約を結んだ

呼び出しシステムは、下記業者が開発したもので、保守、部品の補充、

取り替えを最も把握し速やかに行える業者である。本案件の配信サー

ビスは上記システムに付随しているものであり、下記業者が開発した

ものである。本件保守業務を同一者以外に履行させると、既存のシス

テム・機器類の運用に著しく支障が生じるおそれがあるため、他の事

業者では同水準の業務を行うことは難しい。

よって、下記事業者を契約の相手方に指定する。

ーノ

契約の相手方

4町

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

株式会社明光商会

東京都中央区八丁堀4-6-1

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

^7年

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

チ月

地域振興部総合窓口課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

6qs,02什 円(消費税を含む)









件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

三崎町中継所汚水処理施設保守点検業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

三崎町中継所の汚水処理施設(スクリーン・反応槽・汚泥貯槽・汚泥

脱水機・薬液タンク・撹押機・ブロワ・制御盤・汚水槽・中間受水槽.

浮上分雛装置)の保守点検業務。

1.当該汚水処理施設は、下記事業者が設計・施工した設備である。

2.本業務における機器、設備の維持管理で、既設の機器、設備と密接

不可分の関係にあり、同一者以外では責任区分が不明確になり、また、

故障発生時の原因究明、故障修理など対処が困難になるなど業務履行

が達成できない。また、本施設の運転にあたっては、付近住民への健

康被害や生活環境に係る被害が生じるととがないよう、排水の性状に

適した管理が必要であり、汚水処理施設の構造・各装置の操作方法、

全般の業務について熟知している必要がある。

チ"

契約の相手方

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

株式会社エス・エル東京支店

東京都中央区日本橋馬喰町2丁目1番1号

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目にっいては、契約課で記入します。

7年4月

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

環境まちづくり部千代田清掃事務所

チ,235',000

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

1 0

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

会議室予約管理システムの利用

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物品、物品・委託、(乏三匝>

要 会議室予約管理システムを利用する。

①導入時期令和6年1月23日

②継続年数 2年

本システムは、下記事業者が令和 5年度に指名競争入札で落札

し、システム導入を行った。現行システムの利用にあたっては、既

設の機器、システムと密接不可分の関係にあり、同一の者以外では

責任区分が不明確になり、また、障害発生時の原因究明沽郊章修理な

どの対処が困難になるなど、業務の履行が達成できない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方として指定する。

契約の相手方

千究

※契約年月日

※契約金額

契約期間

材、 株式会社内田洋行

東京都江東区東陽2-3-25往生興和東陽町ビル

担当課

所

令和?年4月10

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日

政策経営部デジタル政策課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
/

726,000 円(消費税を含む)

.

まで

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

高齢者食事支援サービス業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

選定理由

物『・委託、その他

千代田区在住の満65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみ世

帯等で、在宅での食の確保に支援が必要な方に食事の配達を個別に行

い、高齢者の在宅生活を支援する。

本業務を実施するためには、下記の条件を満たすことが必要であ

る。

1 配食数が少なくても、区内全域へ配送できること。

2 利用者が高齢者であることから、食事内容の変更や配達担当者の

変更は混乱を招くため、本人が希望する場合を除きできるだけ避ける

3 食事の提供を行い、利用者との信頼関係も構築できること。

4 配達時に、高齢者の状況確認等について配慮できること。

これらーつーつの条件について近隣区域ですべてを満たすものが限定

される。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

ゞ9 /

契約の相手方

※契約年月日

名称株式会社シニアライフクリエイト

※契約金額

住所東京都港区三田三丁目12番14号

契約期間

担当課

7年 q"/令和

ニッテンニ田ビノレ6階

リP q2,qoo
淑曽価契約のため、契約金額は支出限度額

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

保健福祉部在宅支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

品

とこ



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区男女共同参画センター業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要

選定理由

千代田区ジェンダー平等推進行動計画に基づき、相談機能、学習機能、

情報機能、支援機能、交流機能をもつ千代田区男女共同参画センター

を運営する。

1 プロポーザル年度令和4年度(令和5年度開始)

(令和5年1月24日4千地国男発第177号)

2 該当

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第1号

3 継続年数 3年

4 評価

業務成績良好

以上の理由から、引き続き令和7年度においても下記の業者を契約

の相手方に指定する。

契約の相手方

ゞ.フ

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社生活構造研究所

契約期間

住所東京都千代田区麹町二丁目5番地4

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

7年 q月

、安イ{五'ノー

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

地域振興部国際平和・男女平等人権課

",βEI%

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

は
円(消費税を含む)

物品:物品 也イそ@



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

客引き行為等防止パトロール業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

物品・委託、その他
口
ロロ

「千代田区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」

(平成26年千代田区条例第7号。)に基づき、区民生活の安全安心を

確保するため、区の指定する地域を巡回・駐留警戒し、客引き行為等

をする者に対する指導及び来街者等への啓発活動を継続的に行うこ

とで、安全で快適な都市千代田区の実現を図る。併せて、路上喫煙や

ゴミのポイ捨て等への指導を行い、地域の生活環境の向上を図る。

選定理由 1 プロポーザル年度:令和5年度

(令和6年2月7日付 5千地安生発第217号令和6年度開始)

2 該当:千代田区プロポーザル方式業者選定実施要項第8条第6項

3 継続年数:2年目

4 評価:業務成績良好

継続2年目であり、業務成績良好なため、引き続き令和7年度にお

いても、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

ゞ06

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

シンテイ警備株式会社

東京都中央区新富一丁目8番8号

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ワ年 Y月

令和7年4月1日から令和8年3月31日

地域振興部安全生活課

1/616q/,9/0

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

は 艮額
円(消費税を含む)

当課

ν

妬

旦



. 件

種

工事場所
(工事案件のみ)

名

特命随意契約理由書

安全・安心ゾくトローノレ業務

類
工事

物品

概

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・金金、その他

要

選

区民が安全で安心して暮らせるまちづくりのため、犯罪等を未
然に防止し、併せて生活環境を改善することを目的に、区内の
巡回パトロールを契約期間内の毎日24時間実施

定 理

1.プロポーザノレ年度:令和5年度
(令和6年3月5日付5千地安生発第236号令和6年度開始)

2.該当:千代田区プロポーザル方式業者選定要綱第8条第6号
3.継続年数:2年目
4.評価:良好な成績のため
プロポーザル方式によって選定された下記業者を契約の相手方

に指定する。

契約の相手方

由

I q 9

※ 契約年月日

※

契

契約金額

日

円(消費税を含む)

担

約

シンテイ警備株式会社

東京都中央区新富一丁目8番8号

根

期

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める
公表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ
ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和

当

拠

間

規

課

?年 y月/

令和7年4月1日から令和8年3月31日

定

地域振興部安全生活課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

幡{,g (1分,Q 9ひ

名
住

称
所



件

種

名

工事場所

(工事案件の

み)

類

蛍光管・乾電池の処理業務

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

概

物
口
ロロ

選定理由

要

物『

区が回収した蛍光管、乾電池の資源化処理をする。

、

下記業者は、昭和61年2月6日付け環衛22号「使用済乾電池の広

域回収・処理計画」により、厚生省(現・厚生労働省)から乾電池

の処理につき指定された唯一の広域回収・処理拠点である。蛍光管

の処理についてもその後、当該拠点の対象に追加された。

以上の理由により、本件は現在のととろ下記事業者のみが請け負

える体制のため、契約の相手方として指定する。

の他

194

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

円(消費税を含む)

担当課

野村興産株式会社

東京都中央区日本橋堀留橋2-1-3

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ワ年チ月/

勘h而
令和7年4月1日~令和8年3月31日

環境まちづくり部千代田清掃事務所

与 y 79,600

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

一
口

名
住

称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

AZ吐eprepayment の調達

特命随意契約理由書

概

工 事

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託、その他
口
ロロ

Micros0丑のTeamS上で、生成A1を利用するため、その利用料と

なる Azureprepayment を調達する。

Azureprepayment については、 Micros0丑365 の包括ライセンスに

含まれ、その販売は Ucensh1今Solutionpartner (LSP)のみ力§可能

である。 LSPは複数社存在するが、ライセンスの一元管理のために

は、現在の商流と同じ事業者から提供を受けることが求められる。

下記事業者は令和4年度に実施した全庁 LAN りプレースにおい

て、業務用に導入されているMicros0丑365 ライセンスの商流の調達

元の事業者であり、現在まで引き続き本区に当該サービスを提供して

いる。現行サービスにより安定的に事務の効率化を実現してぃるとと

から、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

ヲq8

※契約金額

名称

契約期間

所在地

株式会社大塚商会

東京都千代田区飯田橋2-18-4

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目にっいては、契約課で記入します。

q a /?年

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

政策経営部デジタル政策課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

/ 9 ク 9,0 ク6

日

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

生ごみりサイクル処理業務(保育園・こども園・幼稚園・学校)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・匡璽)1、その他

選定理由

要 保育園、こども園、幼稚園および学校の給食で発生する生ごみを飼

料としてりサイクルする。

1.「食品循環資源の再利用等の促進に関する基本方針」(令和元年7

月12日付財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国士交

通省、環境省告示第1号)の中で、再利用の順位を①飼料化、②肥

料化、③菌床、④メタン化等による再利用としている。

2.下記事業者は、23 区内で生ごみを飼料として安定的に再生利用す

ることができる唯一の事業者であり、登録再生利用事業者証の交付

を受けている。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

/ g 7

※契約金額 円(消費税を含む)

称

契約期間

担当課

所

株式会社アルフォ

東京都港区赤坂2-5-4

令手口

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

年 q月/

令和7年4月1日から令和8年3月31日

¥,017,362
契約の元め、契約金額は支出限度額

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

赤坂室町ビル

而6卑楽

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

幼稚園・保育園・と.ども園給食用菓子の購入

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、(西亙)・委託、その他

要

選定理由

幼稚園・保育園・とども園の乳幼児の延長保育用菓子を購入する。

乳幼児が喫食する菓子は、献立に応じて多様な種類が必要で、かつ

アレルギーの対応や安全の担保が求められている。商品の栄養成分一

覧表にはアレルギー表示(原材料以外で製造工場内にあるアレルギー

物質コンタミネーション含む)、使用原材料の製造所所在地(産地)

表示、原材料配合率表示、製造工程、遺伝子組み換え表示等の情報が

記載されていることが必須である。

下記業者は区内全園への納品が可能で、上記条件を満たす唯一の業

者であるため、契約の相手方に指定する。

千07

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

株式会社パワーキッズ

7年仟"1令和

根拠規程

東京都江戸川区西一之江4-8-22

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

※
1,782 PO

イ凾契約のため契約金頴は支出限度額

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第20

日

円(消費税を含む)



件

種

名

概

類

千代田清掃事務所清掃車整備業務

要

選定理由

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(蚕命、その他
千代田清掃事務所で所有・賃借する直営清掃車両を維持管理するた

め、必要となる定期点検整備・法定点検整備・車検・緊急時対応等の

業務を委託する。

1.本業務委託に必要な条件

①清掃車両は東京二十二区清掃協議会「作業用自動車の架装基準等

を定める要綱」に基づき、「廃棄物を収集運搬する作業用自動車の

架装基準等」が定められており、本内容について精通していること。

(2)車体と架装における点検整備を同時に行えること。

(3)全ての架装メーカーの点検整備ができ、架装の点検整備の信頼性

を確保するため、各架装メーカーの指定サービスエ場等に認定され

ていること。

④業務中に発生する車両故障や事故等の緊急時における体制が整

つているとともに、緊急性に対応できるため、都内に整備工場を有

していること。

2'指定理由

下記事業者は、二十三区自動車整備協力会会員であることから、

十三区の清掃車両整備技術情報を絶えず収集しており、「架装基準

等」に精通している。

また、区での使用が想定される車両にかかる全ての架装メーカー

(3者)の指定サービスエ場等に認定されているとともに、車体及

び架装における点検整備が同時に行える。

本契約の目的を達成するためには、上記の複数の条件を満たすこ

とが必要であるが、全ての条件を満たす者は当該1者に特定される。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する

、

23/

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

ど

円(消費税を含む)

担当課

東輝自動車株式会社

東京都江戸川区篠崎町五丁目10番20号

口年4月 IB令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進にする法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日

環境まちづくり部千代田清掃事務所(飯田橋車庫)

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

6,792,60ξ'
^

名
住

称
所



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

実務研修「PCスキル(E x oe l・ wo r d)」の実施業務

概

特命随意契約理由書

工事

物品

要

選定理由

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託その他

日常業務の効率化、効果的な業務の遂行に資するため、ワードやエクセ

ル等のOAソフトの操作及び機能を習得し、業務遂行能力の向上を図る。

行政サービスに対する二ーズが多様化・複雑化する中で、職員が効率的

に業務を行うためにはOAスキルの習得が必須となっている。本研修は、

第ーブロック(千代田区、中央区、港区、新宿区)合同で実施しているが、

申込みが募集定員を超過する状況が続き、受講できない職員が多数発生し

ている。そこで、職員が希望どおり本研修を受講できるよう、区単独で実

施するものである。

ついては、第ーブロック合同研修を受講できない多数の職員のために実

施する研修という位置づけから、本研修と同内容で実施する必要がある。

そのため、本研修を実施している下記事業者を契約の相手方に指定する。

チ四

契約の相手方

・.契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

称

契約期間

株式会社大塚商会

東京都千代田区飯田橋2-18-4所

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目に

対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

年

/, ooq/ 郭0
、

契約締結日の翌日から令和7年7月4日まで

月

政策経営部人事課

日

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

昌平幼稚園給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要

選定理由

昌平幼稚園の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する。

1.プロポーザル年度令和3年度(令和4年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

3.継続年数 4年

4.評価良好

5.更新令和6年8月9日「指名業者選定委員会」承認

業務成績良好なため、引き続き下記事業者を契約の相手方に指定す

る。

3S6

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

材、

所

担当課

株式会社藤江

東京都墨田区両国1

ワ年仟月10令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/ろ, g30,0OP

1 0 -フ

物品:物 也イそ@品

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

西神田保育園給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

要 西神田保育園の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する。

1.プロポーザル年度令和2年度(令和3年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

3.継続年数 5年

4.評価良好

5.更新令和5年9月15日「指名業者選定委員会」承認

業務成績良好なため、令和7年度においても引き続き下記事業者

を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

了会

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

ノ

担当課

株式会社東京天竜

東京都文京区本郷2-27-20

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

?年4月

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

23,?、?/ 600

1 ヨ

ノ
円(消費税を含む)

、、

物品:物 也イそ@ロ
ロ



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

番町小学校給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・(^その他

番町小学校の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する。

1.プロポーザル年度令和4年度(令和5年度開始)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

継続年数 3年

引き続き令和7年度においても下記業者を契約の相手方に指定す

る。

契約の相手方

※契約年月日

汀ク

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

一冨士フードサービス株式会社

東京都千代田区神田錦町3-20

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

η年〒月

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

3'◇,川S四46

1 0

関東支社

円(消費税を含む)

2
 
3



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

昌平小学校給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物品

選定理由

要

士木・建設 .

物品・倭金

昌平小学校の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する

設備・設計、測量、地質調査・その他工事

その他

1.プロポーザル年度令和2年度(令和3年度開始)

2.該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

3.継続年数 5年

4.評価良好な業務成績のため

5.更新令和5年8月17日「指名業者選定委員会」承認

業務成績は良好なため、引き続き令和7年度においても、下記業者

を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

即t

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

称

契約期間

担当課

所

一冨士フードサービス株式会社

東京都千代田区神田錦町3-20

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

n年千月

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部学務課

22, t 1η,70^フ

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

＼日

関東支社名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

神田一橋中学校給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

選定理由

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・(委五)、その他

神田一橋中学校の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する

1.プロポーザル年度令和3年度(令和4年度開始)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

継続年数 4年

評価良好

更新令和6年8月9日「指名業者選定委員会」承認

業務成績は良好なため、引き続き令和7年度においても

下記業者を契約の相手方に指定する。

、

契約の相手方

3SS

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

株式会社東洋食品

東京都台東区東上野1-14-4

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

η年4月

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2毛

2?,4ξ'6,000

1 0

円(消費税を含む)

品

2
 
3
 
4
 
5



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

九段小学校給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・匡今その他

選定理由

要 九段小学校の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する

1.プロポーザル年度令和3年度(令和4年度開始)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

継続年数 4年

評価良好

更新令和6年8月9日「指名業者選定委員会」承認

業務成績は良好なため、引き続き令和7年度においても

下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

ヲξ3

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

契約期間

称

担当課

所

株式会社東洋食品

東京都台東区東上野1-14-4

?年今月令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

2q,る0?,600

1 0

2
3
4
5

名
住



件

種

名

類、

工事場所

(工事案件のみ)

麹町中学校給食調理業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

要 麹町中学校の給食にかかる調理および配膳等業務を委託する

1.プロポーザル年度令和3年度(令和4年度開始)

該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱8条第6号

継続年数 4年

評価良好

更新令和6年8月9日「指名業者選定委員会」承認

業務成績は良好なため、引き続き令和7年度においても

下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

j芋

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

株式会社東洋食品

東京都台東区東上野一丁目14番4号

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

チ月ワ年

令和7年4月1日から令和7年3月31日まで

子ども部学務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/ヨ

ヲ1,別2 000
ノ

円(消費税を含む)

物品:物 也イそ@ロ
ロ

2
3
4
5



























件

種

名

特命随意契約理由書

工事場所

(工事案件のみ)

類

千代田区議会ペーパーレス会議システム運用・管理業務

工

概

事

物

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1委詔、その他

要
紙媒体を電子文書化し、クラウドサービスを利用したぺーパーレス

会議システムの運用、管理および操作研修会を行う。

導入令和2年度課契約による随意契約
/AI

令和元年5月の改選後に各会派に調査した「条イ牟整備等検討会での

検討項目」で、多数の議員からぺーパーレス化を推進すべきと意見が

あった。その後、令和元年7月から令和2年9月にかけて、条件整備

等検討会のクラウドを使用したぺーパーレス化の推進の検討を踏ま

え、下記事業者の開発したシステムの採用を決定した。

本業務は、情報処理システム等の維持管理(運転、保守、監視、運用

支援等を含む)で、既設の情報処理システム等と密接不可分の関係に

あり、同一の者以外では責任区分が不明確になり、また、故障発生時の

原因究明・故障修理などの対処が困難になるなど、業務の履行を達成

できない。

上記理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

選定理由

23三

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

?年仟月1日令和

東京インタープレイ株式会社

東京都中央区京橋1-13-1

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日

区議会事務局

円990, 000

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

品

称
所

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

、

女性会議企画・運営支援業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(で否i今、その他

要 女性をはじめとした多様な人々が地域で活躍できる気運をつくるた

めに、地域と関わることに興味はありながらも活動に至っていない若

年層をターゲットとして、地域でやりたいことを企画して活動する環

境を整備する事業を実施する。

本事業の実施にあたり、企画から講座運営、参加者のサポート等を円

滑に遂行するための業務を委託する。

選定理由

ヲ6?

1 プロポーザル年度令和6年度(令和6年度開力旬

(令和6年10月21日6千地国男発第295号)

2 該当

千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

3 継続年数 1年

4 評価

業務成績良好

以上の理由から引き続き令和7年度においても下記の業者を契約の

相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

称

契約期間

所

株式会社シーズプレイス

東京都立川市錦町1・4-4サニービル2階

担当課

令手口

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応してぃるので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。
ノ

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ワ年什月

令和7年4月1日から令和7年11月30日

ノ、、

地域振興部国際平和・男女平等人権課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/ロ

3,5'/0,10b
^ 、

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

マイク位ソフトエンタープライズサービス業務

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

物品・委託、その他

選定理由

千代田区が使用しているコンピューター(サーバー及びパーソナノレ

コンピューター)で利用するマイクロソフト社製品及びサービスにっい

て、正常な動作を維持するために必要な技術支援を行うことを目的とす

る。

本委託の履行内容は、マイクロソフト社の製品(wmdowsoSやSeNerソ

フトウェア)に関する技術支援を委託するものであって、当該製品に関する

構造全般に関する知識と技術を要するため、当該製品の製造会社である

下記事業者以外では履行できない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

346

※契約年月日

名称

※契約金額

所在地

日本マイクロソフト株式会社

東京都港区港南2-16-3

品川グランドセントラルタワー

契約期間

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

η年〒月

令和7年4月1日~令和8年3月31日

政策経営部情報システム課

/千,郡'0,ク00

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

日

円(消費税を含む)

1

品







件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

公園等清掃作業及び広場等管理業務(第704号)

特命随意契約理由書

概

工事

物 品

要

士木・建設・設備'・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・1蚕臣1、その他

選定理由

公園・児童遊園等をより快適に利用できるように清掃の充実を図る

とともに小川広場等の管理業務を行う。

本件は、公園・児童遊園等の清掃並びに小川広場等の管理業務を行

うものである。本業務は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以

下Ⅳ却という。)の基本的理念に基づく業務であり、高齢の方であっ

ても容易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第1項に基づき、高年齢者等の職業

の安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会の

発展に寄与する目的で設立されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

ナナフ

※契約金額

社

契約期間

住

担当課

公益社団法人千代田区シルバー人材センター

千代田区九段南一丁目6番10号

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

7年y月/

令和

、ノ

イ而

環境まちづくり部道路公園課

3Y,qS9ユ診
のため金額は支出限度額

7年4月

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

日

1日から令和 8年

円(消費税を含む)

3月31日 まで

名
所



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

外濠公園総合グラウンド管理受付等業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設信剣蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物

要

ロ.
ロロ.

外濠公園総合グラウンド管理受付等業務

本件は、外濠公園総合グラウンド内における利用受付・施設の清

掃・管理運営等業務を行うものである。本業務は、高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律(以下「法」という。)の基本的理念に基づく

業務であり、高齢の方であっても容易に従事可能なものである。

また、下記法人は、法第37条第 1項に基づき、高年齢者等の職業

の安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会の

発展に寄与する目的で設立されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

その他

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

診ク

契約期間

称 公益社団法人千代田区シルバー人材センター

東京都千代田区九段南1-6-10所

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ヤ年リ月/

※墫6西

令和7年4月1日から令和8年3月31日

{ Y '? 17 '/9g
契約のため、契約金額は支出限度額

地域振興部生涯学習・スポーツ課

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

日

円(消費税を含む)

三
口委ロ

ロ
ロ
ロ物

類

名
住

























件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

ふるさと納税ポータルサイト「ふるなび」の利用

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物品、物品(蚕弓)その他

要 ふるさと納税ポータルサイトの運用・管理、寄附の受入れ等

ふるさと納税ポータルサイトの「ふるなび」は、掲載自治体数が多

く認知度が高いことから、広く寄附を募ることが可能であるため、上

記サイトを利用する。

「ふるなび」は、株式会社アイモバイルが運営するサイトであり、

その他の事業者が受託することはできない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

g7

名称株式会社アイモバイル

契約期間

住所東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号

担当課

令和 7年チ月

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目にっいては、契約担当課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

^闇'

沙コ

政策経営部総務課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

300,000,000

/ロ

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」の利用

特命随意契約理由書

概

工

選定理由

事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品(蚕,今その他

要 ふるさと納税ポータルサイトの運用・管理、寄附の受入れ等

ふるさと納税ポータルサイトの「ふるさとチョイス」は、掲載自治

体数が多く認知度が高いことから、広く寄附を募ることが可能である

ため、上記サイトを利用する。

「ふるさとチョイス」は、株式会社トラストバンクが運営するサイ

トであり、その他の事業者が受託するととはできない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

16之

※契約金額

名称株式会社トラストバンク

契約期間

住所東京都品川区上大崎3-1-1

担当課

7年令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

楽

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

4月

政策経営部総務課

i-

地方自治法施行令第167条の2第1項第、2号

/ O S, S'00, PO0

日

円(消費税を含む)、
一







件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区会館施設予約システム用オンライン決済サービス利用

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、匿匝回

要

選定理由

現在、千代田区会館施設予約システムにおいて、区民の利便性向

上のため施設使用料をオンライン上で収納受付を行っている。その

運用のため施設予約システムと連携可能なオンライン決済代行サ

ービスを利用する。

プロポーザル方式により選定された、富士通Japan株式会社が

提供する千代田区会館施設予約システムは、ソニーペイメント株

式会社の提供するオンライン決済サービスにパッケージ標準機能

で連携及び対応している。

下記事業者以外のオンライン決済代行サービスと連携するため

には、ゼロからシステム構築する追加の工期及び高額なコストが

かかることが確認された。

上記理由により、本業務については下記業者を契約の相手方に

指定する。

13/

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

契約期間

担当課

ワ年子月令和

ソニーペイメントサービス株式会社

東京都港区高輪1-3-13

NBF高輪ビル6階

0 との理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

崇練倚凱缶

地域振興部万世橋出張所

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

のため

/ロ

/,父 26,6 /6 円(消費税を含む)
は

称
所

名
住



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

放課後子ども教室(体験)「ドッヂビー教室」業務

工事

特命随意契約理由書

概

物品

士木

物品

要

建設惰剣蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

委託、その他

「ドッヂビー」とは、円盤を投げるスポーツ「フライングディスク」

の安全性を高め、より手軽に楽しめるような形で近年広がりを見せて

いる遊び・スポーツである。

放課後子ども教室の体験活動として、安全で、小学生にも手軽に楽

しめる遊び・スポーツである「ドッヂビー教室」を実施する。

選定理由 本業務を実施するためには、ドッヂビー指導の資格を持った指導員

を適切な人数確保する必要がある。また、下記事業者は、ドッヂビー

指導員の養成や講習会の開催、大会の主催等を行う事業者であり、資

格を持った指導員が所属する唯一の事業者である。

以上の理由から、下記事業者を指定する。

契約の相手方

42d

※ 契約年月日

※ 契約金額

1

契約期間

担当課

一般社団法人日本ドッヂビー協会

千代田区神田神保町2 -46-302

7年千月号口令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

楽
/β千乙OC口

π西契約のため、契約金額は支出限度額
、V

契約締結日の翌日から令和8年3月25日まで

子ども部児童・家庭支援センター

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

.

類

名
住

称
所









件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

四番町図書館資料の保管業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・1委詔、その他

要

選定理由

(仮称)四番町公共施設整備により新四番町図書館が整備される

までの期間、四番町図書館所蔵資料の保管を民間業者に委託する。

下記業者は令和元年度の契約案件において、見積競争により保管

業務を含む移転業務の委託業者として選定され、令和6年度まで引

き続き資料の保管業務を担った事業者である。

また、令和元年度から6年度までの資料の保管状況は良好であ

り、下記業者以外に業務を委託した場合、保管施設の変更に伴う経
費が新たに必要になることから、引き続き下記業者を契約の相手方

に指定する。

契約の相手方

387

※契約年月日

※契約金額

名称日本通運株式会社東京支店

契約期間

住所東京都千代田区神田和泉町2番地

担当課

口年千月令和

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

※

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

6,932,ユ.曾8
歎西契約のため、契約金額は支出限度額

地域振興部文化振興課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

日

円(消費税を含む)



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

概

特別区民税・都民税課税資料データパンチ業務

特命随意契約理由書

委託

要 令和7年度特別区民税・都民税の賦課及び徴収に必要不可欠な課税

資料(※1)の情報を、千代田区が使用している総合住民サービスシステ

ムの仕様に沿って入力(パンチ)し、パンチデータを税務課が指定する

総合住民サービスシステム内のフォルダに格納する。

(※D給与支払報告書、住民税申告書、電子申告分および紙申告分の両

方を含む。

選定理由 下記業者は、個人住民税システムを含む本区の基幹システムの運用

保守委託先業者であり、パンチデータのエントリープログラムの作

成、事前検証、個人住民税システムへのエントリー及びエントリー後

の確認等を一連の業務として円滑に行い、個人情報を含む情報の取扱

いについては、安全・確実に実施する(パンチデータをCD等の外部

記録媒体を介さず直接基幹システム内のフォルダに格納する等)こと

のできる唯一の業者である。

また、課税資料の読取システム導入により、基幹系システム基盤上の

サーバーで管理されるスキャンデータを使用し、同サーバー上で原票

の送信、パンチデータの受信を行うととができるのは運用保守委託先

業者のみである。

以上の理由から、下記事業者を契約の相手方に指定する。

286

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称株式会社

契約期間

住所(所在地)

担当課

q年牛月令和

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

電算

長野県長野市鶴賀七瀬中町276・6

令和7年4月1日から令和7年5月31日まで

※

地域振興部税務課

、、ノ

ι 1又,5、S'S (消費税を含む)契約のため、契約金額は支出限度']

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/日

ー,,,,









件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区妊婦支援事業用育児パッケージの購入

概

工事:土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

特命随意契約理由書

要

選定理由

妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等

に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から妊婦面談(ままぱぱ面

談)を実施し、同時に育児パッケージとしてこども商品券を配付する。

育児パッケージの配付時期が、妊娠初期から出産直前までと、個人によっ

て大きく異なり、また流産の場合も対象となる。よって、妊娠期から子育て

期に特化しつつも、利用者が品物等を幅広く選択できる利便性を有する商品

券である必要がある。

下記事業者が発行するこども商品券は、有名百貨店、玩具専門チェーン店、

ベビー・子供服シヨップなどの全国の加盟店で使用できるほか、タクシー券

の用途としても使用するととができる。市販されている商品券で唯一、妊娠

期から子育て期向けの品物・サービスとの交換に用途を限定しており、本事

業の対象として最適である。また、調達にあたっては、発行元である下記業

者から直接購入することにより、取扱店よりも安価に購入することぶ可能と

なる。

以上の理由により、下記業者を指定する。

契約の相手方

/ 6 ¥

※契約年月日

※契約金額

契約期間

称 株式会社トイカード

東京都台東区駒形2-4-11

担当課

所

令禾口

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目に対応し

ているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

Y 月/口年

舶

令和7年4月1日

西

物品

保健福祉部保健サービス課

q2270つ0

地方自治法施行令第167条の2第1項第

日

J"、ノ 令和8年3月31日

ヨシクニ駒形ビル8F

円(非課税)

2 号

也イそ
=
一
口委物

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

旧九段中学校管理及び清掃業務

特命随意契約理由書

概

工

選定理由

事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

口
ロロ 物品・委託、

広場の開閉場、設備の点検、利用者の見守り及び清掃等管理業務

本件は、旧九段中学校を子どもの遊び場として使用するため、管理

及び清掃業務を委託するものである。本業務は、高年齢者等の雇用の

安定等に関する法律(以下Ⅳ却という。)の基本的理念に合致する

業務であり、高齢者であっても容易に従事可能なものである。また、

下記法人は、法第37条第1項に基づき、高年齢者等の職業の安定、

その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会の発展に寄

与する目的で設立されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

の他

契約の相手方

※契約年月日

27 /

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

公益社団法人千代田区シルバー人材センター

令和

根拠規程

千代田区九段南1-6-10

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

嫌翠h@

?年q月/

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

Ig62・ゞ'6ユ円 (消費税を含む)
契約のため、契約金額は支出限度額

子ども部子育て推進課

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

日



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

広場管理及び清掃等業務

特命随意契約理由書

概

工

選定理由

事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託、の他物

要 広場の開閉場、設備の点検、利用者の見守り及び清掃等管理業務

本件は、衆議院九段議員宿舎跡地を子どもの遊び場として使用する

ため、管理及び清掃業務を委託するものである。本業務は、高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律(以下蹄却という。)の基本的理念

に合致する業務であり、高齢者であっても容易に従事可能なものであ

る。また、下記法人は、法第37条第 1項に基づき、高年齢者等の職

業の安定、その他福祉の増進を図るとともに、地域の経済および社会

の発展に寄与する目的で設立されている。

以上の理由により、下記法人を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

.フ/

名称

契約期間

住所

担当課

公益社団法人千代田区シルバー人材センター

千代田区九段南1-6-10

令禾口 ?年q月

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

匂qq05、ノ
※御ん西 契約のため、契約金額は支出限度額

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども部子育て推進課

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号

日

円(消費税を含む)

品



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

病児・病後児保育実施業務(のびすこキッズケア)

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・(蚕璽)その他品

選定理由

病児・病後児保育は、病気の回復期に至っていない又は病気の回復

期にある児童を、集団保育を行うことが困難な期間において、一時的

に預かり保育を行うことにより、保護者の就労支援を図る事業であ

る。

共働き世帯が増加する中、令和6年1月に区が実施した「区民二ー

ズ調査」の結果からも病児保育の二ーズは高くなっているが、現在、

区が行政サービスとして区内に整備している病児保育施設は当該施

設のみである。当該施設は、小児科専門医が常駐する医療機関に併設

しており、医師による保育前の診察や保育中の回診、応急処置がスム

ーズに行えるほか、保護者の同意の下で吸入や点滴等の医療行為も対

応可能であるため、保護者満足度の高いサービス提供がされている。

千代田区の医師会会員の小児科専門医が常駐する医療機関で、千代田

区病児・病後児保育実施要綱第5条の施設基準を満たす病児保育室を

併設している施設は以下の事業者のみである。

以上の理由により、以下の事業者を契約の相手方に指定する。

ヲげ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称医療法人社団Nobisuko

契約期間

住所東京都千代田区一番町4番地プルミエールー番町1階

担当課

?年4月令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日

子ども部子ども支援課

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

/ 6,2又/,100

日

円(消費税を含む)
叉



件 名

種

千代田区公衆無線LANサービス撤去業務(内幸町ホール、アーツ千

類

工事場所

(工事案件のみ)

代田器31分)

特命随意契約理由書

概

工事

物

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・医詔、その他

要

選定理由

内幸町ホール、アーツ千代田3331に公衆無線LAN設備を設置し、

来訪者等に情報提供・発信を行っているととろであるが、建物改修工事

等により、公衆無線LANアクセスポイント等の撤去を行う。

平成27年度から、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォ

ーム株式会社が提供するアプリケーション「」apanconnected-free wi-

Fi」で千代田区公衆無線LANサービス(CHIYODAFN0 附一FD を開始

した。開始するために、アプリケーション提供事業所のグループ事業者

である下記事業者がアクセスポイント等の環境整備の施工を実施し

た。

機器の撤去においては、既設の機器、設備、情報処理システムと密接

不可分の関係にあり、同一の者以外では責任区分が不明確になり、既存

システムの運用事業者以外の者に機器の設定変更・撤去等を履行させ

ると既存の公衆無線LANの運用に著しく支障が生じる恐れがある。

以上のことから、下記事業者を契約の相手方に指定する。

ヲ68

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

東日本電信電話株式会社東京事業部

担当課

令和ワ年4月

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれていま

す。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

根拠規程

東京都港区西新橋三丁目22番8号

契約締結日の翌日から令和7年7月31日

政策経営部情報システム課

＼ 148SO00

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

r

1 0

円(消費税を含む)

品









件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区中小企業景況調査データ等の購入

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品(1五亙>委託、その他

要

選定理由

千代田区内で信用金庫と取引のある中小企業から無作為に選出した

事業所を対象に、四半期ごとに景況に関する聞き取り調査を行うこと

により、区内中小企業の景況感を把握し、区の中小企業振興施策に反

映させる。

下記事業者は、都内全域で 23 の信用金庫を傘下に置き、地域経済

の発展に貢献している。信用金庫は、地域に根差した身近な金融機関

として、日々積極的に地域内の中小企業と接触し、動向を把握してい

る。信用金庫営業店が約1万件もの事業所に出向いて直接調査した正

確で詳細な企業情報は、千代田区の景況を分析するのにきわめて有用

な基礎データである。

下記事業者は、上記の企業情報を集積できる唯一の機関であること

から、契約の相手方に指定する。

契約の相手方

/ζ 6

※契約年月日

※契約金額

号

称

契約期間

一般社団法人東京都信用金庫協会

東京都中央区京橋三丁目8番1号信用金庫会館京橋別館12階所

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

7年¥月 /ロ

令和7年4月1日から令和8年1月31日まで

地域振興部商工観光課

/ノクqククとフ

地方自治法施行令第167条の2第1項第

円(消費税を含む)

2

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

特命随意契約理由書

区立学童クラブ入退室管理システム保守業務

概

工事:士木・建設情剣蒲・設計、測量、地質調査・その他工事

要 区立の学童クラブに児童の入退室管理や保護者との連絡機能を有した

システムを導入し、児童の安全性の向上、保護者の利便性の向上、正確

かつ迅速な情報の共有を図り、継続的かつ安全・安心な学童クラブ運営

を行うことを目的に、区立学童クラブ入退室管理システム導入業務を委

託する。

選定理由 1 プロポーザル年度令和6年度

(令和6年Ⅱ月 H e 6千子児家発第 H98号)

2 該当千代田区プロポーザル方式業者選定実施要綱第8条第6号

3 継続年数 2年目

プロポーザルにより選定された下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

ヲ6 /

※ 契約年月日

※

法人名

所在地

契約金額

契約期間

ラインズ株式会社

東京都新宿区西早稲田2

7年4月/令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

子ども音彫巳童・家庭支援センター

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

57'&160

日

20 15 高田馬場アクセス

円(消費税を含む)

1

物品:物 他のそ@ロ
ロ

キ 課当






